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１．公益事業部門  

１－１．盲導犬および視覚障がいに関する事業 

（１）盲導犬貸与計画 

①本年度は１０頭の盲導犬を視覚障がい者に貸与する。 

②盲導犬使用に関心をもつ視覚障がい者へ積極的に対応し、他団体等にも働きか

け、引き続き新規希望者の獲得に努める。 

（２）盲導犬ユーザーへのケア（フォローアップ） 

①各訓練士・指導員が分担するフォローアップ体制を継続する。 

②盲導犬に対する予防的医療費の助成を継続する。 

③引退を控えた盲導犬に対する健康診断を継続実施する。 

（３）犬の育成・ケア 

①子犬４４頭を上限に、パピープログラムに投入するための繁殖を行う。 

②AGBN（Asian Guidedog Breeding Network）をはじめとする、国内外の協力先と

連携し、繁殖業務の向上を図る。 

③凍結精液を利用した繁殖を継続する。 

④ワクチン接種費用を含むリタイア犬への医療費補助を継続する。 

⑤京都市獣医師会と連携し、協会所有犬の健康管理体制を継続する。 

⑥訓練犬の頭数不足が想定される場合には、他の補助犬育成協会から繁殖犬または

訓練犬の導入を図る。 

（４）訓練部職員の採用 

訓練士・歩行指導員候補者として訓練部正規職員３名を採用する。 

（５）訓練部職員のスキルアップ 

①認定 NPO法人全国盲導犬施設連合会が主催する職員相互研修に職員を派遣する。 

②他の盲導犬育成施設との相互交流を図り、訓練・歩行指導技術の向上を図る。 

③訓練士１名の盲導犬歩行指導員資格取得を目指す。 

（６）盲導犬貸与委員会 

公正な盲導犬貸与と盲導犬ユーザーサービスを実施するため、第三者委員と職員で

構成された盲導犬貸与委員会を月１回開催する。 

（７）フレンドドッグ活動 

①亀岡市の委託による保育園・こども園への訪問活動を継続する。 

②登録ボランティアを活用したフレンドドッグ活動を実施する。 

（８）国際盲導犬連盟の査察 

 １０月に予定されている国際盲導犬連盟（IGDF）の査察にて、同連盟が定める各種

基準を満たすことを示し、正会員資格の維持に努める。 

（９）調査研究 

京都大学大学院文学研究科との共同研究を継続する。 

 

１－２．相談事業 

（１）苦情ならびに相談に関する対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

盲導犬ユーザーからの相談や苦情、一般市民からの盲導犬に関する相談や苦情に対

して、担当職員、フォローアップ担当者、第三者委員が連携して迅速な対応を図る。 

（２）他機関との連携 

他団体の盲導犬に関する苦情に対して、全国盲導犬施設連合会と連携のうえ、行政

窓口への報告を行い、早期解決を図る。 
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１－３．啓発普及事業 

（１）啓発普及活動 

①従来方式またはオンライン方式による月１回の定例見学会を実施する。 

②機関誌「ハーネス通信」を年４回発行する。 

③ホームページや各種 SNSを通した情報発信を継続する。 

④行政ならびに視覚障がい者団体等と連携した啓発普及活動を継続する。 

（２）協会主催・共催イベント 

①「盲導犬ラブズ・フェスタ」を計画・開催する。 

②「偲ぶ会」は職員による黙祷式とし、関係者には小冊子を作製して送付する。 

③「ボランティアズ・デー」を従来方法にて１１月上旬に開催する。 

④京都府視覚障害者協会をはじめとする各種団体との共催イベントに参加する。 

 

２.管理部門 

（１）財源確保に関する取り組み 

①支援者管理システム（GOEN）を活用し、引き続き賛助会員数ならびに募金箱設

置数の増加を図る。 

②過去の実績を分析し、積極的な街頭募金活動を継続する。 

③本年度もクラウドファンディングを実施する。 

④ハーネス通信・ホームページ・SNS・ふるさと納税など各種媒体・制度での寄

付募集を継続するとともに、新たな寄付方法の導入を探る。 

⑤オリジナルカレンダーおよび「偲ぶ会」小冊子（一般配布用）の作成を継続し、

新たな協力者の獲得に努める。 

（２）支援者管理システムの活用 

導入した支援者管理システムを活用し、引き続き効率的な収益増加に努める。 

（３）労働環境の整備 

  必要に応じて就業規則の改定や労務管理方法等を見直す。 

 

３.施設整備ならびに備品購入等 

（１）ホームページの改訂 

ホームページの改定作業を継続する。 

（２）宿直室の改修 

 本館２階宿直室にバス・トイレを設置するための改修を行う。 

（３）本館の整備・改修 

その他、本館の整備・改修に向け、その改修案を取りまとめる。 

（４）凍結精子作成機器の購入 

  老朽化した遠心分離機の代替品を購入する。 

 


